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№ 項 目 回 答 

１ 防災について ○防災放送について 

 ・屋外での聞き取りを基準としており、３回繰り返し放送していますので、屋内にい

た場合は窓を開けるか外に出られるようお願いします。 

 ・内容が聞き取りにくかった場合、放送内容を電話で確認できる自動音声応答システ

ムをご利用ください。【電話番号：０２３－６２９－００１１】 

 ・放送内容を個々に活字でお知らせする機能として、「登録制メール」をご紹介して

います。ご希望の方は町報に登録用アドレスを掲載していますので、携帯電話やパ

ソコンをお持ちの方はご活用ください。 

○夜間のパトロール強化について 

 ・地元消防団による夜間月２回程度の警戒広報活動を実施しています。危険を感じる

事案が発生している場合はご連絡をお願いいたします。 

２ 緑ケ丘コミュニティセン

ターについて 

○コミュニティセンターの使い方について 

 ・地域づくり活動を行う町内在住の５名以上の方で組織する町内会や団体などを対

象に、打合せやイベント等の際に会議室や多目的ホールなどの施設の貸出しを行

っています。なお、個人への貸出しは行っていませんのでご了承ください。 

◆貸出し時間：午前８時３０分～午後１０時まで 

  ◆事務員常駐：午前１０時～午後５時（平日） 

 ・施設利用後の駐車場などでのマナーについて、利用者への注意喚起を図ります。 

 ・子どもが遊べる専用の部屋としての想定はありませんが、ギャラリーにフロアマッ

トを敷き、休憩スペースや子どもが遊べるようにしています。また、貸し出しはし

ていませんが、子ども用の本も備えていますので、ご利用ください。 



３ 自治活動について ○行事や自治活動等について 

 ・地域の行事や自治活動、会費などにつきましては、町内会などの自治組織で決定し

ていることと思われます。町の方から自治活動につきましてお答えできませんの

で、町内会やブロック協議会などのお集まりの際に話し合いいただければと思い

ます。 

○自主防災組織について 

 ・自主防災組織は町内会単位で検討されているところであり、要請に応じて説明に出 

向いています。 

４ 高齢者施設について ○高齢者施設の整備について 

・ご質問の趣旨は年代を問わず、障がい者も集える総合的な施設等と推察させていた

だきましたが、山辺町では現在のところそれに係る計画はございません。しかし、

当町には身体障がい者・知的障がい者施設であり、地域社会の中で自立できるよう

生活訓練を含めた就労指導をする場である小規模作業所「あおぞら」があります。

単なる作業所だけではなく、そこで作成された作品も低価格で販売しており、プレ

ゼント等に活用できるものも沢山ありますので、作業者とのコミュニケーションや

見学だけでも大丈夫ですので、足をお運びください。また、保健福祉センターにお

いてはピンとシャン教室、きらりシニアクラブ等の主に高齢者を対象とした事業、

また各公民館では地域の方等を対象にした介護予防事業も沢山実施しております

ので、年齢等関係なく参加していただき楽しんでいただければと思います。 
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子育て支援施設について 

 

 

 

 

 

○子育て環境の充実について 

・昨年秋に中央公園の屋外遊具が新しく更新され、「のべっこ広場」としてオープン

しました。財政支出やその後の維持管理を考えると山形市のような大型施設整備は

なかなかできません。規模は小さいですが各公民館で子育て広場を開催しており、

それぞれ指導者が工夫しながら活動しており、参加者同士の交流も生まれていま

す。また親子の絆づくりプログラムである BPにも取り組んでいます。目玉とは言



５ 子育て支援施設について えませんが、人と人のつながり、地域とのつながりを大切にできるような、子育て

環境を考えていきたいと思います。 

○保育園の新たな整備について 

 ・現在、町では公立保育所が１か所と昨年 7 月に開所された小規模保育所の 2 か所

で保育を行っています。また、町内の２か所の幼稚園が認定こども園に移行したい

という希望をもっています。認定こども園とは、幼稚園と保育所の二つの機能をあ

わせ持ち、これまで保育所を希望されていた方にとって入所の枠が広がると考え

ています。また、出生数を見ましても減少が予想されます。これらのことを踏まえ

ると保育所の増設はせず、現在の規模のままで保育を実施していきたいと考えて

います。 

６ 道路の安全について ○横断歩道について 

 ・横断歩道は管轄する警察署に要望することになりますが、横断歩道の設置にも制限

や基準があり、場所によっては設置が難しい箇所があります。少し遠回りになりま

すが、信号機のある横断歩道などをご利用いただければと思います。 

○地区内の速度制限について 

 ・速度制限は警察で行いますが、緑ケ丘地区内の幹線道路は、十分に幅員のある道路

であることから速度制限はされておりません。ただ、運転者は法定速度以内で通行

する義務がありますので、警察と連携し交通安全の啓発に努めます。 

○通学路について 

・通学路の安全点検などを行い、問題の把握に努めると共に、歩行者の安全確保に繋

がる対策などを検討して参ります。 

７ 

 

 

 

生活に関わること 

 

 

 

○町営バスの運行時刻について 

 ・平野部を走る町営バスは、主要地点として山辺駅や山辺温泉を経由していますが、

基本的には平野部を巡回する行程となっており、JR左沢線の時刻の一部としか合

わせることができませんのでご了承ください。 



７ 生活に関わること ○ゴミ収集について 

 ・ごみは、山形市・上山市・山辺町・中山町で構成する広域事務組合の施設で処理し

ており、現施設が老朽化していることから２施設の建設を行っています。これらの

施設が完成する平成３０年１２月以降に、処理方法の変更に併せた収集方法の見

直しを検討していますのでご了承ください。 

８ 防犯灯や街路灯について ○防犯灯の設置について 

・防犯灯が必要な箇所については、地区内の箇所は地区が、地区の無い箇所について

は町が設置しております。（地区の無い緑ケ丘１丁目・役場・中央公園周辺等には

町で設置済み） 

  なお、地区が設置する LED防犯灯には設置費の助成を行っておりますので、地区

総会時に設置の検討をいただきますようお願いいたします。 

○街路灯について 

 ・街路灯は交差点部などの交通安全対策として設置されていますので、地区内の照明

につきましては、防犯灯の設置をご検討いただきますようお願いいたします。 

９ 除雪について ○除雪について 

 ・思いやり除雪を心がけて道路除雪を行うよう、また技術向上を目指すよう委託業者

にさらに要請して参ります。 

 ・除雪車が出動する時間については、降雪状況により時間差が生じることがありま

す。また、道路除雪が優先されるため、家側に雪が押される場合があります。思い

やり除雪を心がけて参りますが、今後ともご理解ご協力をお願いいたします。 
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公園や植栽等について 

 

 

 

 

○公園について 

・子ども達が安心して遊べる環境づくりとして、４月から１１月までは毎月巡回やゴ

ミ拾いを行うと共に、年１回の遊具の安全点検などを実施しており、公園内の安全

性及び美化向上に関する取り組みとして継続して参ります。 

 



１０ 公園や植栽等について 

 

・公園利用者のマナーアップ対策として、小学校への出前講座やポスターの掲示、パ

ンフレットの配布等を行っており、公園の美化・保全意識の向上に関わる取り組み

として継続して参ります。 

・公園や町民総合グランド等の利用につきましては、付近の住民のご迷惑とならない 

よう利用者への注意喚起や周知を図って参ります。 

・緑ケ丘地区内にある各公園につきましては、平成２８年度にて整備が一区切りとな

ります。今後は、ブロック協議会などとも連携を図りながら、利用者の方々が親し

みや愛着を持てるような取り組みに発展できるよう努めて参ります。 

○植栽・街路樹・河川について 

 ・良好な景観の形成に向けて、地区の皆様からもご協力をいただきながら美化に努め

ていますが、今後のあり方について、ブロック協議会などでもご検討していただき

たく考えています。 

 

・その他にいただいたご意見につきましても、情報の共有化を図り、今後の検討課題とさせていだきます。ご協力ありがと

うございました。 

・本回答一覧の中でご不明な点等がありましたら、各業務担当課までお問い合わせください。 


